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配
偶
者
か
ら
の

暴
力
で
悩
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ

１
月
１
日
か
ら
利
用
開
始

白
石
駅
東
口
自
転
車
駐
車
場

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
は
、
有
権

者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
調
製
さ
れ
ま
す
。

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
平
成

17
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
、「
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

書
」
に
記
入
押
印
し
て
、
１
月
10
日
ま

で
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
選
挙
権
を
有
す
る
方

市
内
に
住
所

を
有
し
、
年
齢
満
20
歳
（
昭
和
60
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）
以
上
の

方
で
次
の
要
件
を
備
え
る
方

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
方

②
そ
の
方
の
同
居
の
親
族
（
６
親
等
内

の
血
族
ま
た
は
３
親
等
内
の
姻
族
）
ま

た
は
そ
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
年
間
に
お

お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

ス
ト
レ
ス
の
多
い
現
代
、
ど
ん
な
人

で
も
か
か
る
心
の
風
邪
「
う
つ
病
」。

長
年
う
つ
病
の
研
究
に
従
事
さ
れ
る
な

ど
、
ご
活
躍
中
の
先
生
か
ら
講
演
い
た

だ
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時

１
月
31
日（
月
）

10
時
〜
12
時

●
場
所

健
康
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

●
講
師

東
北
大
学
大
学
院
医
学
系
研

究
科
助
教
授
　
粟
田
　
主
一
先
生

M
健
康
推
進
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③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
ま
た
は
社
員
で
年
間
に
お
お
む
ね
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

登
載
申
請
書
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

登
載
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
投
票
や
リ
コ

ー
ル
請
求
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

登
載
申
請
書
は
、
農
業
委
員
会
協
力

員
（
自
治
会
長
な
ど
）
が
12
月
下
旬
に

配
布
し
、
１
月
上
旬
に
回
収
し
ま
す
。

１
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
が
届
か
な

い
場
合
や
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
農
業
委

員
会
事
務
局
0
２
２
―
１
２
５
６
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

・
期
間

２
月
23
日
〜
３
月
９
日

・
場
所
　
市
選
管
事
務
局（
市
庁
舎
１
階
）

運
営
す
る
安
心
・
確
実
な
制
度
で
す
。

国
民
年
金
に
は
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
が

あ
り
、
年
金
の
実
質
価
値
が
維
持
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
も
、
基
礎
年
金
給
付

の
１
／
３
を
国
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

今
の
若
い
世
代
で
も
、
平
均
寿
命
ま

で
生
き
れ
ば
、
支
払
う
保
険
料
総
額
よ

り
も
多
く
年
金
が
受
け
取
れ
ま
す
。
そ

の
上
、
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
が
万
が

一
の
出
来
事
を
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
若
い
う
ち
か
ら
加
入
し
て

保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
将
来
、
受
け

取
れ
る
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
受

け
取
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
き
ち

ん
と
保
険
料
を
納
め
て
、
大
き
な
安
心

を
手
に
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉
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０
２
２
４
―
５
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―
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１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
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３
１
２

■
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
権
利

と
義
務
が
発
生
し
ま
す
が
、
国
民
年
金

へ
の
加
入
も
大
切
な
義
務
で
す
。

【
国
民
年
金
と
は
】
老
齢
、
障
害
ま
た

は
死
亡
に
よ
っ
て
生
活
の
安
定
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
社
会
全
体

で
支
え
る
制
度
で
す
。

そ
の
た
め
、
日
本
国
内
に
住
所
が
あ

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

が
加
入
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
手
続
き
は
】
20
歳
に
な
っ
た
時
点
で

加
入
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
同
時
に
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

方
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き
、
配
偶
者

の
勤
務
先
を
経
由
し
て
社
会
保
険
事
務

所
に
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
手
続
き
を
怠
る
と
】
病
気
や
ケ
ガ
な

ど
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
障
害
年
金

を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

将
来
の
あ
な
た
の
老
齢
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
た
り
、
全
く
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
、
自
分
自

身
の
年
金
受
給
権
を
確
保
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
手
続
き
が
お
済

み
で
な
い
方
は
速
や
か
に
手
続
き
を
！

「
う
つ
病
」
に
つ
い
て
の

地
域
講
演
会

毎
年
、
自
動
車
の
登
録
・
検
査
手
続

き
が
３
月
に
集
中
し
、
窓
口
や
検
査
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
手
続
き
は
で
き

る
だ
け
２
月
中
ま
で
に
済
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
自
動
車
の
登
録
・
検
査
テ
レ
ホ
ン
サ

ー
ビ
ス
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０
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■
軽
自
動
車
の
申
請
手
続
き
・
検
査
テ

レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

0
０
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６

自
動
車
登
録
・
検
査
手
続
き
は

お
早
め
に

　は問い合わせ先です�

■
利
用
方
法

一
時
利
用
の
方
は
利
用

時
に
、
定
期
利
用
の
方
は
申
込
時
に
利

用
券
を
購
入
く
だ
さ
い
。

■
利
用
券
の
購
入
先

○
６
時
30
分
か
ら
９
時
ま
で

白
石
駅
東
口
駐
車
場
管
理
所

○
９
時
か
ら
17
時
30
分
ま
で

白
石
駅
構
内
観
光
案
内
所

※
白
石
駅
西
口
の
白
石
駅
前
自
転
車
駐

車
場
も
、
１
月
１
日
か
ら
東
口
駐
車
場

と
同
じ
料
金
体
系
に
改
定
し
ま
す
。

M
都
市
計
画
課
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２
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３
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農
林
水
産
省
で
は
、
平
成
17
年
２
月

１
日
現
在
で
「
２
０
０
５
年
農
林
業
セ

ン
サ
ス
」
を
実
施
し
ま
す
。

農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
我
が
国
の
農

林
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で

実
施
す
る
、
農
林
業
に
関
す
る
最
も
基

本
的
な
調
査
で
、
全
国
の
農
林
業
を
営

む
す
べ
て
の
方
を
対
象
に
行
う
「
農
林

業
に
関
す
る
国
勢
調
査
」
と
も
い
う
べ

き
大
切
な
調
査
で
す
。

調
査
結
果
は
、
今
後
具
体
化
さ
れ
る

各
種
の
農
林
業
施
策
を
企
画
・
実
施
す

る
際
の
重
要
な
デ
ー
タ
と
な
る
ほ
か
、

農
山
村
地
域
の
整
備
な
ど
、町
づ
く
り
、

村
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
資
料
と
し
て

利
用
さ
れ
ま
す
。

１
月
中
旬
か
ら
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス

の
対
象
と
な
る
方
の
お
宅
や
会
社
な
ど

に
、
調
査
員
が
調
査
票
な
ど
の
記
入
の

お
願
い
に
伺
い
ま
す
。

調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、
ご
協

力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

M
振
興
課
統
計
係
0
２
２
―
１
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２
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昨
年
12
月
、「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
の
主
な
内
容
】

■「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
の
定
義
の

拡
大

■
保
護
命
令
制
度
の
拡
充

○
離
婚
後
も
暴
力
が
続
く
場
合
、
元
配

偶
者
も
対
象
と
す
る
。

○
被
害
者
と
同
居
す
る
未
成
年
の
子
ど

も
も
接
近
禁
止
命
令
の
対
象
と
す

る
。

○
退
去
命
令
期
間
が
２
カ
月
に
拡
大
。

○
退
去
命
令
に
つ
い
て
も
再
度
の
申
し

立
て
を
可
能
と
す
る
。

■
市
町
村
に
よ
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
実
施
が
可
能

■
基
本
方
針
お
よ
び
基
本
計
画
の
策
定

■
被
害
者
の
自
立
支
援
の
明
確
化
な
ど

■
警
察
本
部
長
な
ど
の
援
助

■
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理

■
国
籍
、
障
害
の
有
無
な
ど
を
問
わ
な

い
人
権
の
尊
重

M
市
男
女
共
同
参
画
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

0
２
２
―
６
０
３
５

※
内
閣
府
で
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被

害
者
支
援
情
報
サ
イ
ト
（h

ttp://
w
w
w
.g
e
n
d
e
r.g
o
.jp
/
e
-vaw

/
index.htm

）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
５

農
林
業
セ
ン
サ
ス
を
実
施
し
ま
す

■
平
成
16
年
分
の
「
源
泉
徴
収
票
」
が

送
付
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
、
共
済

組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
ま
た

は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
、

所
得
税
法
の
規
定
上
、
雑
所
得
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
、課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、

通
算
老
齢
年
金
な
ど
の
老
齢
年
金
受
給

者
に
は
、
１
月
末
ま
で
に
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
か
ら
「
源
泉
徴
収
票
」
が

送
付
さ
れ
ま
す
。
源
泉
徴
収
票
に
は
、

平
成
16
年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
額
や

社
会
保
険
料
、
源
泉
徴
収
税
額
、
控
除

内
容
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

源
泉
徴
収
さ
れ
た
方
は
、
原
則
と
し

て
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
二
つ
以
上
の
年
金
の
支
払

者
に
対
し
て
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提

出
し
て
い
る
方
や
、
年
金
以
外
に
給
与

所
得
が
あ
る
方
な
ど
は
、
確
定
申
告
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
課

税
対
象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
源

泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
は
お
済
み
で
す
か
？

「
将
来
ち
ゃ
ん
と
年
金
を
受
け
取
れ

る
の
か
不
安
…
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
す
。

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て

白石駅東口自転車駐車場�
（管理所）�

宮城県の最低賃金が変わりました

平成16年度の改正では、宮城県最低賃金、
産業別最低賃金ともに２円引き上げられました。
■宮城県最低賃金

「宮城県最低賃金」は、県内の事業所で働く
すべての労働者（臨時、パート、アルバイトな
ど含む）とその使用者に適用されます。
■宮城県産業別最低賃金
次の業種に該当する事業所で働く労働者とそ

の使用者には以下の「宮城県産業別最低賃金」
が適用されます。

M宮城労働局賃金室　0022-299-8841

農
業
委
員
会

選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
に
つ
い
て

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

 定期利用 自転車 バイク�

 １カ月 1,050円 1,570円�

 ３カ月  2,520円 4,250円�

 ６カ月  4,410円 7,870円�

 一時利用 自転車 バイク�

 （１回） 50円 100円�

■東口利用料（1月17日より有料）�

 地域別最低賃金 時間額 効力発生日�
 宮城県最低賃金 619円 16年10月１日�

 産業別最低賃金 時間額 効力発生日�
 鉄　　鋼　　業 725円�
 電気・情報通信機  

平成16年�
 械器具、電子部品・ 699円 

12月15日
�

 デバイス製造業�
 自 動 車 小 売 業 704円�

※１月１日から１月16日までは「利用
促進キャンペーン」として、東口自転車
駐車場を無料で利用できます。


